
スポーツ観戦・観劇・寄席等の参加費に対し 最大 1,000 円(500 円×2 回)を補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

組合教育厚生事業部では、組合員様の心身リフレッシュや教養向上のサポートを目的として、 

一部スポーツ観戦や卸団地寄席、地域開催の観劇等の費用補助を以下内容で実施しています。 

     費用補助対象のイベントか判断が難しい場合、事前に組合事務局までお問い合わせください。 

 

 

補助対象   公衆に参加を集うイベント及び、イベント内容や実施場所・実施時期が以下に該当するもの 

【内  容】 スポーツ観戦・演劇・ミュージカル・歌舞伎・寄席等 

【場  所】 静岡県内の公共性のある施設（スポーツ施設・文化センター等） 

【開催日】 令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日 

          ※ 個人の発表会や試合は対象外 

 

対 象 者   組合員及び卸団地にお勤めの従業員（家族は対象外） 

 

補助金額   以下表に準ずる費用補助を、期間中 1 人最大 2 回まで受給可能（代理受給不可） 

入場料・チケット代/1 名 費用補助 

5,000 円～ 500 円 

1,000～4,999 円 300 円 

～999 円 対象外 

            ※ 入場料に食事や交通費・物品等の付帯品が含まれる場合補助対象外となる場合があります 

 

申請方法   ①申請書 ②イベント内容及び本人支払いを証明出来るものを併せ組合事務局に提出 

        【申請締切】 令和 8 年 3 月 31 日 15：00 （イベント参加後に申請可能） 

※ ①については組合員専用ページ＞教育厚生ページよりダウンロードください。 

※ ②については、チケット半券・領収証・ネット決済画面・オンラインチケットのコピー等。 

いずれも氏名と実施場所・実施日の記載があるものに限ります。 

 

 

協同組合沼津卸商社センター 教育厚生専用ページ➡ 

問い合わせ先 … 教育厚生事業部担当：林   ☏ 055-971-6500 ✉ info-oc@numazu-oc.or.jp 


